
断熱改修・太陽光発電設置工事に伴う

耐震チェックの必要性とポイント



◆佐藤 実（さとう みのる）
株式会社M’s（エムズ）構造設計
「構造塾」の企画・運営
コンサルティング業務
（構造計算内製化・住宅システム開発・YouTube・SNSなど）

木造専門の構造計算
木構造マイスターの企画・運営
YouTube「構造塾」チャンネル、業者マップの企画・運営

「構造塾」
構造計算技術者育成コンサルティング
建築士、建築業者向け、構造研修:Web版「構造塾」チャンネル

木構造マイスター（資格制度）
木造住宅の耐震に関する専門家資格



YouTube「構造塾」チャンネル
木造住宅の耐震関連情報発信

「構造塾」家づくり応援・業者マップ
高性能住宅をつくる全国の優良業者リスト

「構造塾」公式LINE相談窓口
構造・耐震に関する相談窓口

◆佐藤 実（さとう みのる）





❖ コロナ禍で変わる住宅業界
今まさに、改革の時!



今までのエンドユーザー思考

耐震等級３
HEAT20 G2

日射遮蔽・日射取得

匠の技・経験と勘
ミラクル断熱
四季を感じる家

どっちが良いのか
わからない・・

難しい基準
難しい言葉
割と高額

凄い技術
暖かそう!

気持ちよさそう!
何より安価



今までのエンドユーザー思考
耐震性能は?

震度いくつまで耐えるの?

ポエムで
誤魔化す手法

夏は暑い家
冬は寒い家

この差を選別できなかった



コロナ禍で

何が変わったのか?



単純合計で約５０万人以上!

耐震等級３

ＵＡ値0.46以下（6地域）

Ｃ値1以下

日射遮蔽・日射取得

などなど・・

高性能な家づくりをYoutubeで発信



勉強した消費者続出!

高性能な家づくりをYoutubeで発信

スーパー消費者・プロ施主
YouTube等で建築を勉強した
「施主力」抜群の消費者のこと

注:クレーマーではありません



現在のエンドユーザー思考

耐震等級３
HEAT20 G2

日射遮蔽・日射取得

匠の技・経験と勘
ミラクル断熱
四季を感じる家

高性能は必須!

Youtubeで勉強した
スーパー消費者・プロ施主



高性能な家をつくっていないとどうなるの?

なるほど・・・
対応できないんですね

ありがとうございました・・

Youtubeで勉強した
スーパー消費者・プロ施主

消費者から、選ばれない!!



YouTube「構造塾」 消費者の声
勉強すればするほど

「耐震等級３」以外の選択肢がありません

消費者から、選ばれない!!

2.13福島県沖地震後、東北の方より

「耐震等級３」をにして良かった！
大きな揺れでしたが、安心して家にいました「耐震等級３」を標準としている

業者を基本とします！

「耐震等級３相当」と言われたので
その業者をやめました「耐震等級３」

許容応力度計算の話をしても
通じないんです

耐震等級３は間取り次第と言われました
安全性が間取りで変わるって

おかしいですよねプランで出てきましたが、
直下率が悪すぎます



高性能住宅は贅沢品?

耐震等級1
構造計算費用 0円
工事費増額分 0円

耐震等級3（延床面積30坪）
構造計算費用 30万円
工事費増額分 60万円
（坪1～2万円UP）
性能評価等申請費用 20万円
＊追加費用 約110万円



高性能住宅は贅沢品?

耐震等級1
構造計算費用 0円
工事費増額分 0円

耐震等級3（延床面積30坪）
構造計算費用 30万円
工事費増額分 60万円
（坪1～2万円UP）
性能評価等申請費用 20万円
＊追加費用 約110万円



高性能住宅は贅沢品?

耐震等級1
構造計算費用 0円
工事費増額分 0円

耐震等級3（延床面積30坪）
構造計算費用 30万円
工事費増額分 60万円
（坪1～2万円UP）
性能評価等申請費用 20万円
＊追加費用 約110万円

耐震等級1
補修費用 数百万円
場合によっては解体・・・

耐震等級3
補修費用 0円
住み続けることができる

＊地震保険の1/2割引
＊金利優遇、税制優遇



燃費が悪い＝光熱費高額

省エネ性能の低い家＝低価格

燃費が良い＝光熱費低額

省エネ性能の高い家＝高価格

＞
＜

プラス２００万円

一括払い?分割払い?

支払方法の違いじゃないよ

ちなみに、工事費UP分の支払いUP+光熱費削減分を計算すると
初月から安価になる可能性大 さらに、快適!!



高性能な住宅で

支払総額を減らすべき！

高性能じゃない住宅＝お金がかかる

POINT



❖ 四号特例見直し他
住宅業界が変わりそうな2022年



仕様規定は全１１項目

四号建築物の仕様規定 ３つの簡易計算と８つの仕様ルール



建築基準法第6条・第20条 どこが変わるの?
現在の法6条と20条

一号（建築物）

表別表第1(ｲ)欄に掲げる

特殊建築物で

その用途の床面積が200㎡超

一号（建築物）
高さ60ｍを超える建築物

（超高層建築物）

二号（建築物）

木造の場合

最高高さ13ｍ超

最高軒高9ｍ超

（地階を除く）階数3が以上

延床面積500㎡超

二号（建築物）
大規模木構造
最高高さ13ｍ超

最高軒高9ｍ超

→①許容応力度等計算ほか

三号（建築物）

木造以外

（地階を除く）階数2が以上

延床面積200㎡超

三号（建築物）

中規模木構造
最高高さ13ｍ以下

最高軒高9ｍ以下

（地階を除く）階数3が以上

延床面積500㎡超

→②許容応力度計算

四号（建築物）

木造の場合

最高高さ13ｍ以下

最高軒高9ｍ以下

（地階を除く）階数2が以下

延床面積500㎡以下

四号（建築物）

小規模木構造
最高高さ13ｍ以下

最高軒高9ｍ以下

（地階を除く）階数2が以下

延床面積500㎡以下

建築基準法第６条 建築基準法第２０条（構造耐力）

→④仕様規定（特例あり）



建築基準法第6条・第20条 どこが変わるの?

木造建築物の法第6条と法第20条の対応表

500㎡以下 500㎡超 制限なし

3階建て以上 ②許容応力度計算 ②許容応力度計算
①許容応力度等計算ほか

（適判物件）

2階建て以下
③仕様規定

（特例あり）
②許容応力度計算

①許容応力度等計算ほか

（適判物件）

最高軒高9ｍ超または、

最高高さ13ｍ超

＊仕様規定に関しては、①、②の計算でも必須となります

＊法第6条第1項1号の特殊建築物は除く

階数

最高軒高9ｍ以下または、最高高さ13ｍ以下

延床面積



建築基準法第6条・第20条 どこが変わるの?
改正後の法6条と20条

一号（建築物）

表別表第1(ｲ)欄に掲げる

特殊建築物で

その用途の床面積が200㎡超

一号（建築物）
高さ60ｍを超える建築物

（超高層建築物）

二号（建築物）

木造の場合

最高高さ16ｍ超

（地階を除く）階数が2以上

延床面積200㎡超

二号（建築物）
大規模木構造
最高高さ16ｍ超

（地階を除く）階数が４以上

→①許容応力度等計算ほか

三号（建築物）

木造の場合

最高高さ16ｍ以下

（地階を除く）階数が平屋建て

かつ

延床面積200㎡以下

三号（建築物）

中規模木構造
最高高さ16ｍ以下

（地階を除く）階数が３以上

延床面積300㎡超

→②許容応力度計算

四号（建築物）

小規模木構造
最高高さ16ｍ以下

（地階を除く）階数が2以下

延床面積300㎡以下

建築基準法第６条 建築基準法第２０条（構造耐力）

→③仕様規定（特例なし）

→④仕様規定（特例あり）



建築基準法第6条・第20条 どこが変わるの?

木造建築物の法第6条と法第20条の対応表（改正後）

200㎡以下 200㎡超～300㎡以下 300㎡超 制限なし

4階建て以上
①許容応力度等計算ほか

（適判物件）

①許容応力度等計算ほか

（適判物件）

①許容応力度等計算ほか

（適判物件）

①許容応力度等計算ほか

（適判物件）

3階建て ②許容応力度計算 ②許容応力度計算 ②許容応力度計算
①許容応力度等計算ほか

（適判物件）

2階建て
③仕様規定

（特例なし）

③仕様規定

（特例なし）
②許容応力度計算

①許容応力度等計算ほか

（適判物件）

平屋建て
④仕様規定

（特例あり）

③仕様規定

（特例なし）
②許容応力度計算

①許容応力度等計算ほか

（適判物件）

16ｍ超

＊仕様規定に関しては、①、②の計算でも必須となります

＊法第6条第1項1号の特殊建築物は除く

16ｍ以下

最高高さ

階数
延床面積



建築基準法第6条・第20条 新旧対象

木造建築物の法第6条と法第20条の対応表（改正後）

200㎡以下 200㎡超～300㎡以下 300㎡超 制限なし

4階建て以上
①許容応力度等計算ほか

（適判物件）

①許容応力度等計算ほか

（適判物件）

①許容応力度等計算ほか

（適判物件）

①許容応力度等計算ほか

（適判物件）

3階建て ②許容応力度計算 ②許容応力度計算 ②許容応力度計算
①許容応力度等計算ほか

（適判物件）

2階建て
③仕様規定

（特例なし）

③仕様規定

（特例なし）
②許容応力度計算

①許容応力度等計算ほか

（適判物件）

平屋建て
④仕様規定

（特例あり）

③仕様規定

（特例なし）
②許容応力度計算

①許容応力度等計算ほか

（適判物件）

16ｍ超

＊仕様規定に関しては、①、②の計算でも必須となります

＊法第6条第1項1号の特殊建築物は除く

16ｍ以下

最高高さ

階数
延床面積

木造建築物の法第6条と法第20条の対応表

500㎡以下 500㎡超 制限なし

3階建て以上 ②許容応力度計算 ②許容応力度計算
①許容応力度等計算ほか

（適判物件）

2階建て以下
③仕様規定

（特例あり）
②許容応力度計算

①許容応力度等計算ほか

（適判物件）

最高軒高9ｍ超または、

最高高さ13ｍ超

＊仕様規定に関しては、①、②の計算でも必須となります

＊法第6条第1項1号の特殊建築物は除く

階数

最高軒高9ｍ以下または、最高高さ13ｍ以下

延床面積



改正前

建築基準法第6条・第20条 新旧対象

木造建築物の法第6条と法第20条の対応表（改正後）

200㎡以下 200㎡超～300㎡以下 300㎡超 制限なし

4階建て以上
①許容応力度等計算ほか

（適判物件）

①許容応力度等計算ほか

（適判物件）

①許容応力度等計算ほか

（適判物件）

①許容応力度等計算ほか

（適判物件）

3階建て ②許容応力度計算 ②許容応力度計算 ②許容応力度計算
①許容応力度等計算ほか

（適判物件）

2階建て
③仕様規定

（特例なし）

③仕様規定

（特例なし）
②許容応力度計算

①許容応力度等計算ほか

（適判物件）

平屋建て
④仕様規定

（特例あり）

③仕様規定

（特例なし）
②許容応力度計算

①許容応力度等計算ほか

（適判物件）

16ｍ超

＊仕様規定に関しては、①、②の計算でも必須となります

＊法第6条第1項1号の特殊建築物は除く

16ｍ以下

最高高さ

階数
延床面積

木造建築物の法第6条と法第20条の対応表

500㎡以下 500㎡超 制限なし

3階建て以上 ②許容応力度計算 ②許容応力度計算
①許容応力度等計算ほか

（適判物件）

2階建て以下
③仕様規定

（特例あり）
②許容応力度計算

①許容応力度等計算ほか

（適判物件）

最高軒高9ｍ超または、

最高高さ13ｍ超

＊仕様規定に関しては、①、②の計算でも必須となります

＊法第6条第1項1号の特殊建築物は除く

階数

最高軒高9ｍ以下または、最高高さ13ｍ以下

延床面積

③仕様規定
（特例あり）

④仕様規定
（特例あり）

③仕様規定
（特例なし）改正後



❖ 四号特例見直しに至る背景
以前に見送られた四号特例廃止



四号特例の勘違い

仕様規定による
安全性検討
・壁量計算
・四分割法
・N値計算

必ず検討する必要あり!

確認申請時に提出義務がないだけ・・

構造検討不要と勘違い・・
耐震性能不足の木造住宅も・・・

四号特例







H18（2006年） H20（2008年）



木造住宅耐震基準の変遷

平成12年
建築基準法改正
現行基準

四分割法・N値計算など追加

昭和56年
建築基準法改正
壁量基準強化

現在の壁量計算・壁倍率昭和25年
建築基準法制定

昭和34年
建築基準法改正
壁量基準強化 昭和56年（1981年）以降

（新耐震基準）
劣化に問題がなければ
一応安全と考える

平成12年（2000年）以降
（現行基準・最新規準）
耐震性能は高い

昭和34年
旧基準

昭和25年
旧基準

昭和56年
新耐震基準

平成12年
新耐震基準+α
現行基準

昭和56年（1981年）以前
（旧耐震）
耐震性能は低い



四号特例→見送りの流れ

平成17年（2005年）
耐震偽装問題

平成18年（2006年）
木造住宅の耐震不足が多数発覚
四号特例廃止が打ち出される!

平成19年（2007年）
6月20日
耐震偽装問題を受けて
確認申請の厳格化!

準備不足で市場は混乱
着工戸数激減!
「官製不況」

平成22（2010年）
四号特例廃止「見送り」となる

昭和58年四号特例が決まり
昭和59年より施行



❖ 四号特例は既に終わっている
図書保存義務化



四号特例→見送りの流れ→その後

平成17年（2005年）
耐震偽装問題

平成18年（2006年）
木造住宅の耐震不足が多数発覚
四号特例廃止が打ち出される!

平成19年（2007年）
6月20日
耐震偽装問題を受けて
確認申請の厳格化!

準備不足で市場は混乱
着工戸数激減!
「官製不況」

平成22（2010年）
四号特例廃止「見送り」となる

昭和58年四号特例が決まり
昭和59年より施行

令和2年（2020年）
建築士法見直し
四号建築物も図書保存義務化15年の対象となる



建築士法改正 図書保存義務化（2020年3月1日）



❖ 品確法の耐震等級計算も変わる?
⾧期優良住宅の認定基準の見直し



「今後の住宅・建築物の省エネルギー対策のあり方及び建築基準制度のあり方」に関する報告書



「今後の住宅・建築物の省エネルギー対策のあり方及び建築基準制度のあり方」に関する報告書



「今後の住宅・建築物の省エネルギー対策のあり方及び建築基準制度のあり方」に関する報告書



日経ホームビルダー2020年3月



日経ホームビルダー2020年3月



「今後の住宅・建築物の省エネルギー対策のあり方及び建築基準制度のあり方」に関する報告書



1.31倍
→0.77
1.43倍
→0.70

「今後の住宅・建築物の省エネルギー対策のあり方及び建築基準制度のあり方」に関する報告書



「今後の住宅・建築物の省エネルギー対策のあり方及び建築基準制度のあり方」に関する報告書



①構造計算
（許容応力度計算）

②品確法
（性能表示計算）

③仕様規定
（令46条壁量計算）

耐震等級３水準は
長期優良住宅の耐震等級2の
性能を満たしているからOK

本来の
長期優良住宅

許容応力度計算は固定荷重を
実情に合わせ決めるため

耐震性能に変化なし

「固定荷重」増で耐震性能は下がる



地域型住宅グリーン化事業 2022年度募集要項



地域型住宅グリーン化事業 2022年度募集要項



1.31倍
→0.77

1.43倍
→0.70

「固定荷重」増で耐震性能は下がる



⾧期優良住宅法改正概要説明



⾧期優良住宅法改正概要説明



⾧期優良住宅法改正概要説明



⾧期優良住宅法改正概要説明



太陽光パネル設置による偏荷重設計
①偏荷重の設計は許容応力度計算しかできない
・太陽光パネルを載せない状態の設計
・太陽光パネルを載せた偏荷重設計
→両方行う

②偏荷重の設計ができない場合
・太陽光パネルを（屋根全体に）載せた状態で設計
→軽い屋根は重い屋根、重い屋根は係数割り増し（x1.4程度）

・偏荷重なしの偏心率で0.2以下を目指す
・偏荷重なしの四分割法で壁率比0.6以上を目指す



❖ 四号特例見直しの落とし穴
意外と厄介かもしれない





仕様規定は全１１項目

四号建築物の仕様規定 ３つの簡易計算と８つの仕様ルール



四号特例見直しに対応する
仕様規定チェックリスト



木材

（令第41条）

土台及び基礎 □ 柱脚を基礎に緊結

（令第42条） □ 足固め平屋建

2項 □ 土台は基礎に緊結 □ 50㎡以下の平屋建

柱の小径

（令第43条）

□ 柱断面の1/3以上の欠き取りなし

□ 柱断面の1/3以上の欠き取り補強

2階建以上の隅柱は

□ 通し柱

□ 通し柱と同等以上の耐力を有する補強

6項 □ 柱の有効細長比は150以下

はり等の横架材

（令第44条）

筋かい

（令第45条）

令第46条2項

耐力壁以外の構造に水平力に抵抗

（令第46条） □ 第一号ラーメン構造など

イ　集成材等JAS材を使用

ロ　柱脚が土台、基礎に緊結

□ 第二号方づえ構造など

継手又は仕口

（令第47条）

□ 柱頭柱脚はN値計算を行う

防腐措置等 1項 □ ラスモルタル等の下地には、防水紙等を使用

（令第49条）

節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点がない
ものとする

木造四号建築物仕様規定チェックリスト

基準法施行令3章3節（木造）の仕様規定

構造耐力上必要な
軸組等

ただし書き等の適応の有無

ハ　昭和62年建告1899号に定める許容応力度
　　 計算、層間変形角、偏心率の検討

最下階の柱の下部には土台を設ける□

横架材間距離×表の数値以上
（1／20～1／33）

1項

1項

4項

5項

1項

2項

2項

端部を、柱と横架材との仕口に接近して、ボルト、くぎ等の

金物で緊結（平成12建告第1460号第一号）
3項

欠込みをしない。ただし、筋かいをたすき掛けで、必要な
補強を行った場合は可

地面から1m以内の主要軸組には、有効な防腐措置を
講じる

□

□

4項

3項

方づえ、控柱又は控壁があって構造上支障の
ないもの

下記の壁量計算をおこなう

表1（又は昭和56年建告第1100号）に定める耐力壁の壁量
に乗じた存在壁量の我が、その階の床面積（小屋裏に1/8
以上の物置等を設ける場合は平成12年建告1351号で面積
加算）に表2の数値を乗じた地震力に対する必要壁量以上、
かつその階のFL+1.35ｍより上の見付面積に表3の数値を乗

じた風に対する必要壁量以上になるよう、耐力壁を釣り合い
よく儲ける

1項

4項

□

国土交通大臣が定める構造方法
（平成12建告第1460号第二号に定める柱頭柱脚）

4項

1項

圧縮筋かいは、厚さ3cm以上で幅9cm以上の
木材使用

□

□

□

令第82条第一号～第三号の許容応力度計算を
行う

令第82条の6第二号ロに定める偏心率の計算で

0.3以下を確認

昭和62年建告1899号に定める許容応力度計算、
層間変形角、偏心率の検討

床組及び小屋ばり組には木板その他これに類するものを
打ち付け、小屋組みには振れ止めを設ける

□

中央部付近の下側に耐力上支障のある欠込みなし

□

□
四分割法による釣り合い良い配置の検討

（平成12建告第1352号）

□

引張筋かいは、厚さ1.5cm以上で幅9cm以上の木材
又は径9mm以上の鉄筋使用

□

□

□

□

□

(欠込みした場合耐力低下考慮し設計）

□
平成12建告第1349号
座屈の許容応力度計算

面材耐力壁等を使用□

仕様規定チェックリスト1

建築基準法施行令
第3章3節（木造）部分を
取りまとめたチェックリスト



木造四号建築物仕様規定チェックリスト

□ 基礎ぐい

□ ベタ基礎

□ 布基礎

1項 □ 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁等の脱落防止措置

2項 □ 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造

1項 □ 最下階の柱の下部には土台を設ける

2項 □ 土台は基礎に緊結

1項 □ 横架材間距離×表の数値以上（1／20～1／33）

□ 柱断面の1/3以上の欠き取りなし

□ 柱断面の1/3以上の欠き取り補強

2階建以上の隅柱は

□ 通し柱

□ 通し柱と同等以上の耐力を有する補強

6項 □ 柱の有効細長比は150以下

令第44条 □ 中央部付近の下側に耐力上支障のある欠込みなし

令第46条

1項 □ ラスモルタル等の下地には、防水紙等を使用

建築基準法施行令の木造仕様規定項目

国土交通大臣が定める構造方法
（平成12建告第1460号第二号に定める柱頭柱脚）

1項令第47条3.柱の柱頭柱脚の接合方法

四分割法による釣り合い良い配置の検討

（平成12建告第1352号）

下記の壁量計算をおこなう
表1（又は昭和56年建告第1100号）に定める耐力壁の壁量

に乗じた存在壁量の我が、その階の床面積（小屋裏に1/8

以上の物置等を設ける場合は平成12年建告1351号で面積
加算）に表2の数値を乗じた地震力に対する必要壁量以上、

かつその階のFL+1.35ｍより上の見付面積に表3の数値を乗
じた風に対する必要壁量以上になるよう、耐力壁を釣り合い

よく儲ける

1項

4項

4項

令第46条

令第46条

4.基礎の仕様 令第38条

□

□

□

1.壁量の確保（壁量計算）

2.壁の配置バランス

令第39条5.屋根ふき材等の緊結

令第42条6.土台と基礎の緊結

4項

5項

令第43条7.柱の小径等

8.横架材の欠込み

1項

2項

3項

4項

引張筋かいは、厚さ1.5cm以上で幅9cm以上の木材

又は径9mm以上の鉄筋使用

圧縮筋かいは、厚さ3cm以上で幅9cm以上の
木材使用

端部を、柱と横架材との仕口に接近して、ボルト、くぎ等の

金物で緊結（平成12建告第1460号第一号）

欠込みをしない。ただし、筋かいをたすき掛けで、必要な
補強を行った場合は可

□

□

□

□

令第45条

国土交通大臣が定める構造方法

（平成12建告第1460号第二号に定める柱頭柱脚）
令第47条 1項 □

9.筋かいの仕様

床組及び小屋ばり組には木板その他これに類するものを
打ち付け、小屋組みには振れ止めを設ける

□3項10.火打材等の設置

地面から1m以内の主要軸組には、有効な防腐措置を

講じる

節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点が

ないものとする
令第41条

令第49条
2項

腐食・腐朽・摩損しにくい材料、有効なさび止め・防腐・摩損

防止措置をした材料を使用
令第37条

11.部材の品質と耐久性の確認

□

□

□

仕様規定チェックリスト2

木造軸組構法住宅の構造計画
（日本住宅・木材技術センター発行）

上記書籍および、
「構造塾」の講座解説の通り、
仕様規定11項目ごとにまとめた
チェックリスト



土台設計、基礎設計に注意

3.柱の柱頭柱脚の接合方法（N値計算）

使用する場合の設計が必要
・土台の曲げ設計
・アンカーボルトの引き抜き設計
・アンカーボルトの座金による

土台のめり込み設計



仕様規定は最低基準
実際の断面・配筋は計算により算出する

基礎の断面形状や配筋などの構造方法が規定されています。

（令第38条、平12建告示第1347号）

4.基礎の仕様



7.柱の小径等



引張側
・梁せいの1/3以下の欠損

有効断面係数Ze＝0.45Z

・梁せいの1/4以下の欠損
有効断面係数Ze＝0.6Z

欠損あり 欠損なし

＜

8.横架材の欠込み



四号特例見直し
所詮は仕様規定レベル



構造安全性レベル
高い

低い

木造住宅３つの構造検討方法

仕様規定は「最も安全性レベルの低い」計算方法



壁量等の検討
壁量計算

耐力壁の配置バランス
柱頭柱脚の接合方法

水平構面

部材の検討
横架材・柱の設計

たるき・母屋・棟木等の設計

地盤・基礎検討
地盤調査

地盤補強設計
基礎設計

整理すると
わかりやすいね

木造住宅３つの構造検討内容

３つの構造検討で建物全体の構造安全性が確保される



①構造計算
②性能表示

計算
③仕様規定

◎ 〇 △

壁量等の検討

部材の検討

地盤・基礎の
検討

◎ 〇 〇

◎ 〇 △

仕様規定は「壁量等の検討」のみ・・・



建築士が「設計」していなければ、誰も設計していない

誰かが「設計しているはず」という勘違いで建築されている?



❖ 要求性能から耐震等級を考える
狙うは「耐震等級３」



建築基準法の
耐震性能

耐震
等級1 耐震

等級２ 耐震
等級３

建築基準法の
耐震性能の

1.25倍

建築基準法の
耐震性能の

1.5倍

耐震等級は３段階



構造躯体の「倒壊防止」
極めて稀に（数百年に一度程度）発生する地震による力

に対して倒壊、崩壊等しない程度
（例えば東京を想定した場合、気象庁の震度階で震度6強から震度7程度）

構造躯体の「損傷防止」
稀に（数十年に一度程度）発生する地震による力

に対して損傷を生じない程度
（例えば東京を想定した場合、気象庁の震度階で震度5強程度）

耐震等級１の要求性能



構造躯体の「倒壊防止」
極めて稀に（数百年に一度程度）発生する地震による力

に対して倒壊、崩壊等しない程度
（例えば東京を想定した場合、気象庁の震度階で震度6強から震度7程度）

構造躯体の「損傷防止」
稀に（数十年に一度程度）発生する地震による力

に対して損傷を生じない程度
（例えば東京を想定した場合、気象庁の震度階で震度5強程度）

住み続けることができる

耐震等級１の要求性能



構造躯体の「倒壊防止」
極めて稀に（数百年に一度程度）発生する地震による力

に対して倒壊、崩壊等しない程度
（例えば東京を想定した場合、気象庁の震度階で震度6強から震度7程度）

構造躯体の「損傷防止」
稀に（数十年に一度程度）発生する地震による力

に対して損傷を生じない程度
（例えば東京を想定した場合、気象庁の震度階で震度5強程度）

命を守るけど、住むことはできない

耐震等級１の要求性能



構造躯体の「倒壊防止」
極めて稀に（数百年に一度程度）発生する地震による力の

1.5倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度
（例えば東京を想定した場合、気象庁の震度階で震度6強から震度7程度）

構造躯体の「損傷防止」
稀に（数十年に一度程度）発生する地震による力の

1.5倍の力に対して損傷を生じない程度
（例えば東京を想定した場合、気象庁の震度階で震度5強程度）

耐震等級３の要求性能



構造躯体の「倒壊防止」
極めて稀に（数百年に一度程度）発生する地震による力の

1.5倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度
（例えば東京を想定した場合、気象庁の震度階で震度6強から震度7程度）

住み続けることができる

震度７でも
「損傷防止」性能が

証明された
（2016年熊本地震にて）

耐震等級３の要求性能



構造安全性レベル

高い

低い

令46条壁量計算の充足率1.5倍（耐震等級3相当）は
耐震等級３ではない!!

計算方法と耐震等級の組み合わせ



目指すべきは

「耐震等級３」

POINT



❖ 家屋の耐震性能実測



地盤の調査
・地盤の固有周期
・揺れやすさなど

家屋の調査
・地盤の固有周期
・建物の固有周期
・建物の剛心

既存住宅の場合
①耐震診断前の耐震性能
②耐震補強後の耐震性能

新築住宅の場合
①建築中の耐震性能
＊完成後の耐震性能

微動探査で何がわかるの?



家屋の耐震性能実測方法
（微動探査機による家屋調査）

①地盤と建物の
「固有周期」実測

②建物の「剛心」実測
（水平力に抵抗する部分の中心位置）

家屋の耐震性能実測時間
計測準備10分→①測定20分→②測定20分→撤収10分
合計60分程度



地盤の固有周期と共振するか分かる

耐震性能の実測
新築住宅→構造計算通りの耐震性能を確認

①地盤と建物の
「固有周期」実測



建物の剛心と重心より、弱い部分が見つかる

重心

剛心

耐震性能の実測
新築住宅→構造計算通りの耐震性能を確認

②建物の「剛心」実測
（水平力に抵抗する部分の中心位置）

弱い部分



現在の耐震性能の確認

構造躯体完成
耐力壁、水平構面
接合金物取付など

目視確認

建物完成

耐震性能あるはず!

目視による
施工状況
確認

構造計算
（耐震等級３）

耐震補強完了
耐力壁、水平構面
接合金物取付など

目視確認

現状

劣化状況など
確認

リノベ工事完了

耐震性能あるはず!
耐震診断
補強設計

既存
住宅

新築
住宅



これからの耐震性能の確認

構造躯体完成
耐力壁、水平構面
接合金物取付など

（中間時）
「実態性能」
確認

建物完成

（竣工時）
「実態性能」
確認

数値による
耐震性能
確認

構造計算
（耐震等級３）

「設計性能」
確認

耐震補強完了
耐力壁、水平構面
接合金物取付など

（中間時）
「実態性能」
確認

現状

「現状性能」
確認

リノベ工事完了

（竣工時）
「実態性能」
確認

耐震診断
補強設計
「設計性能」

確認
既存
住宅

新築
住宅



（新築住宅）



構造躯体完成
耐力壁、水平構面
接合金物取付など

（中間時）
「実態性能」
確認

建物完成

（竣工時）
「実態性能」
確認

数値による
耐震性能
確認

構造計算
（耐震等級３）

「設計性能」
確認

新築
住宅

耐震性能の実測（新築）
新築住宅→構造計算通りの耐震性能を確認

構造計算通りの
耐震性能を確認

余力を含んだ
耐震性能を確認



（既存住宅）



数値による
耐震性能
確認

耐震補強完了
耐力壁、水平構面
接合金物取付など

（中間時）
「実態性能」
確認

現状

「現状性能」
確認

リノベ工事完了

（竣工時）
「実態性能」
確認

耐震診断
補強設計
「設計性能」

確認
既存
住宅

耐震性能の実測（既存）
既存住宅→耐震のビフォーアフターを確認

構造計算通りの
耐震性能を確認

余力を含んだ
耐震性能を確認



完成後の耐震性能がわかるメリット
（新築住宅・既存住宅共通）



耐震性能がわかるメリット

建物完成

（竣工時）
「実態性能」
確認

地震発生 ・そのまま住み続けることができるか
・避難すべきか
・耐震補強必要なのか
明確に判断、提案ができる!

地震後の
耐震性能を確認

無被害
構造躯体の損傷など
状況把握ができる



「耐震等級３」とともに

家屋の耐震性能実測は

当たり前基準になる！

POINT


